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研究成果の概要（和文）：本研究は少子高齢化と女性の社会進出のもとで進められている東アジアのケア労働者
の国際移動を、第１に移民レジームとケアレジームの制度分析、第２に移民によるケア労働の構築過程、第3に
ケア労働者受け入れの制度設計とケア労働の実践との相互関係を検証することを目的とする。その結果、①ケア
労働者のスキルと市民権、②労働条件とケアが提供される場（施設か在宅）、③ケア労働者の出身国と福祉国家
の家族主義的性格に応じて、アジアの中で分類が可能なことが明らかになった。

研究成果の概要（英文）：The research compared the migration of care workers in East Asia through 
institutional frameworks that governs the migration and construction of care work. It introduced the
 concept of migration and care regimes and situated the migrants within the nexus of these two 
regimes by focusing on, 1. professionalization in care work and citizenship issues, 2. working 
condition equivalent to local workers and site for care, and 3. source countries of migrants and the
 nature of the welfare state. It revealed the global configuration of migrant care workers depending
 on how the national care regimes has been constructed.

研究分野： 国際移動
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
1990 年代より移民研究やジェンダー研究の
分野では「移住労働の女性化」が指摘されて
おり、移住家事労働者に関する研究が蓄積さ
れてきた。先進国やアジア NIES において女
性たちが「男性並み」に就労するためには、
家事や育児などの再生産労働を担う移住女
性の存在が必要である。一方、途上国の女性
たちは構造調整プログラムなどにより海外
出稼ぎを余儀なくされ、出身国に家族を残し
て国境を越える。移住女性労働者が先進国の
ジェンダー化された労働市場に家事労働者
として包摂される状況をパレーニャス 
(Parrenas, 2003:61-79) は「再生産労働の新国
際分業」と呼び、ホックシールド (Hochschild, 
2000) は産業のサプライ・チェーンのレトリ
ックを用いて「グローバル・ケアチェーン」
と名づけた。 
東アジアにおいても少子高齢化と女性の

社会進出を背景として、育児や介護、家事を
行う移住労働者が増加している。しかし、移
住ケア労働者はグローバル・ケアチェーンの
中でも、国際移動の制度および福祉国家のあ
り方によって異なる形で構築されている。ト
ランスナショナルな移住ケア労働者がホス
ト社会においてどのような形でケア労働を
担っているかを明らかにするためには、これ
までの移民研究と社会福祉研究を橋梁する
アプローチが必要である。 
なお、日本では政府が「移民政策をとって

いない」ことから「移民」ではなく「外国人」
という言葉が一般的には使用されているが、
ここでは国際社会で一般的に使われている
migrant(s) の 訳 語 を 「 移 民 」、 migrant 
worker(s) の訳語を「移住労働者」、migrant 
care worker(s) の訳語を「移住ケア労働者」
とする。また、「介護」ではなく「ケア」と
するのは、ケアの方がより通文化的な表現で
あるためである。ただし、介護保険のような
固有名詞はそのままとする。 
 
２．研究の目的 
これまでの研究では、再生産労働に携わる移
住労働者は「移住家事労働者」として位置づ
けられてきた。しかし、移住女性たちは在宅
で住み込みの場合、家事を担う場合もあれば、
経済連携協定(EPA)によって来日した日本の
介護職のように、家事を行わない場合もある。
家事労働者に関する議論は女性の社会進出
との関連で捉えられることが多いが、本研究
では「家事労働者」として位置づけられてき
た移住労働者を「ケア労働者」として位置づ
けることにより、社会政策の課題としてとら
え、東アジアのトランスナショナルな移住を
可能にしている制度と、移住ケア労働者のケ
ア労働市場における社会統合を明らかにす
ることを目的とする。 
具体的には異なる制度枠組みで進行する

ケアのグローバル化を把握する試みとして
移民レジームとケアレジームという概念を

導入し、第１に移民レジームとケアレジーム
の制度分析、第２に移民によるケア労働の構
築過程、第 3 にケア労働者受け入れの制度設
計とケア労働の実践との相互関係を検証す
ることで、日本、台湾、韓国における移民ケ
ア労働者の再配置を明らかにする。 
 
３．研究の方法 
（１）日本、台湾、韓国、フィリピン、イン
ドネシア、ベトナムにおける文献調査および
フィールド調査を行う。各国の介護制度と移
民政策や移民の社会統合の現状について、政
府関係者、研究者、移住ケア労働者の雇用主
（介護施設と個人）、移住ケア労働者、人材
斡旋会社、NGO 等に対するインタビュー、
アンケート調査及び NGO の会合などでの参
与観察を行った。 
 
４．研究成果 
(1) 再生産労働分野で就労する移住女性は受
け入れ国の政策によって domestic helper, 
domestic worker, nursing worker, care worker な
ど様々な呼称によって分類されてきた。雇用
主の自宅において住み込みで就労する場合、
家事労働とケア労働の区別はあいまいにな
るが、分析上、「移住ケア労働者」として定
義することにより、高齢者福祉分野の社会政
策として位置づけ、横断的な比較を行うこと
が可能になる(Ogawa et. al., 2018)。 
 
(2) 日本、台湾、韓国でのフィールドワークを
通じて、移民レジームとして a. 在留資格・
市民権、b. 労働条件が自国民と同等であるか
どうか、c. 脱民族化と再民族化を指標として
抽出した。また、ケアレジームとして a. ケ
ア労働者の資格の有無、b. ケアが提供される
場（施設か在宅か）、c. 家族化と脱家族化を
抽出した。２つのレジームの組み合わせによ
り３つの軸を設定し、グローバル化する東ア
ジアの福祉国家における移民ケア労働者の
再配置を明らかに出来るのではないかと考
えた。３つの軸は以下のとおりである。 

 
第 1 軸 移住ケア労働者のスキルと在留資
格・市民権 
 
ケア労働の「質」を明らかにすることは難し
いため、ここでは資格の有無のみに限定して
いる。また、高度人材に対してはより多くの
権利付与が行われており、スキルと在留資格
の間には多くの場合、相関関係が見られる。
ここからケア労働と移民の社会的地位を見
ることが出来る。 
 
第 2軸 移住ケア労働者の労働条件とケアが
提供される場 
 
移住ケア労働者と自国のケア労働者との間
の賃金や待遇格差の有無は、二重労働市場の
形成と関わる。また、在宅で住み込みでの就



労と、介護施設での就労ではケア労働の
方は大きく異なる。前者は柔軟な労働力とし
て家族の生活形態にあわせて対応すること
が求められるが、後者ではタスクに基づいて
労働は標準化・定型化されている。
 
第 3軸
族主義的性格
 
日本も韓国も血統主義的な移民受入れ政策
を取っていることで知られている。日本はラ
テンアメリカなどから日系人の受入を行っ
ており、韓国は中国や中央アジアから朝鮮族
の受入を行っている。これらの血統主義的な
受入れは他国からの
大きく異なった身分による受入れであり、職
業選択の自由が認められている。また、東ア
ジアの福祉国家は家族主義的な性格で知ら
れているが、「脱
アが家族に依存する程度を表す指標である。
 
(3) 第
は、各国のケアレジームにより
格制度
除されたり
の下での受け入れであり、介護福祉士の国家
資格を
めの条件となったが、台湾では移住ケア労働
者は照顧服務員の資格取得から排除されて
おり、韓国では療養保護士の資格は
は開かれているが、お金と時間をかけて資格
を取得するインセンティヴが働かない。また、
ケア労働
ため、
いておらず、今後、介護人材の不足が慢性化
する中で、どの資格
るかにつ
である。
日本の場合「永住・定住」「有資格」の象

限には介護福祉士を取得した一握りの外国
人介護福祉士しかいない。反対に台湾では
「一時滞在」「無資格」の象限に
の移住
本では
のケア人材が確保されている
には台湾人ケア労働者は少数であり、ケア労
働は移住労働者
長期的な視点で
護業界が質の高い人材を安定して確保する
ためには
外国人
在することが
ところで、

置づけられているように見えるが、
2016
の介護分野への拡大、
新設、
材の受入
が続く中で、特別養護老人ホームには要介護
3 以上でなければ入所ができず、要支援

労と、介護施設での就労ではケア労働の
方は大きく異なる。前者は柔軟な労働力とし
て家族の生活形態にあわせて対応すること
が求められるが、後者ではタスクに基づいて
労働は標準化・定型化されている。

軸 ケア労働者の出身国と福祉国家の家
族主義的性格 

日本も韓国も血統主義的な移民受入れ政策
を取っていることで知られている。日本はラ
テンアメリカなどから日系人の受入を行っ
ており、韓国は中国や中央アジアから朝鮮族
の受入を行っている。これらの血統主義的な
受入れは他国からの
大きく異なった身分による受入れであり、職
業選択の自由が認められている。また、東ア
ジアの福祉国家は家族主義的な性格で知ら
れているが、「脱
アが家族に依存する程度を表す指標である。

第 1 軸では、
各国のケアレジームにより

格制度と移民政策
除されたりする。日本は経済連携協定
の下での受け入れであり、介護福祉士の国家
資格を取得することが継続して就労するた
めの条件となったが、台湾では移住ケア労働

は照顧服務員の資格取得から排除されて
おり、韓国では療養保護士の資格は
は開かれているが、お金と時間をかけて資格
を取得するインセンティヴが働かない。また、
ケア労働者は「高度人材」とは見なされない
ため、資格の取得と市民権は必ずしも結びつ
いておらず、今後、介護人材の不足が慢性化
する中で、どの資格
るかについて考えるための指標として有効
である。 
日本の場合「永住・定住」「有資格」の象

は介護福祉士を取得した一握りの外国
人介護福祉士しかいない。反対に台湾では
「一時滞在」「無資格」の象限に
の移住ケア労働者が就労している。
本では介護保険制度と資格制度により、自国
のケア人材が確保されている
には台湾人ケア労働者は少数であり、ケア労

移住労働者の仕事となっている。
長期的な視点で介護の社会的地位をあげ、
護業界が質の高い人材を安定して確保する
ためには、「永住・定住」「有資格」の象限に
外国人が就労するための
在することが必要である
ところで、表 1

置づけられているように見えるが、
2016年の法改正により
の介護分野への拡大、
新設、c. 国家戦略特区への外国人家事支援人
材の受入が進行している。
が続く中で、特別養護老人ホームには要介護
以上でなければ入所ができず、要支援

労と、介護施設での就労ではケア労働の
方は大きく異なる。前者は柔軟な労働力とし
て家族の生活形態にあわせて対応すること
が求められるが、後者ではタスクに基づいて
労働は標準化・定型化されている。

ケア労働者の出身国と福祉国家の家
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を取っていることで知られている。日本はラ
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受入れは他国からの移住労働者の
大きく異なった身分による受入れであり、職
業選択の自由が認められている。また、東ア
ジアの福祉国家は家族主義的な性格で知ら
れているが、「脱家族化―再家族化」とはケ
アが家族に依存する程度を表す指標である。

、東アジアの移住
各国のケアレジームにより
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が就労するためのキャリアパス
必要である。 

1 では日本と台湾は対極に位
置づけられているように見えるが、

法改正により a. 技能実習生制度へ
の介護分野への拡大、b. 在留資格「介護」の

国家戦略特区への外国人家事支援人
が進行している。社会保障

が続く中で、特別養護老人ホームには要介護
以上でなければ入所ができず、要支援

労と、介護施設での就労ではケア労働のあり
方は大きく異なる。前者は柔軟な労働力とし
て家族の生活形態にあわせて対応すること
が求められるが、後者ではタスクに基づいて
労働は標準化・定型化されている。 

ケア労働者の出身国と福祉国家の家

日本も韓国も血統主義的な移民受入れ政策
を取っていることで知られている。日本はラ
テンアメリカなどから日系人の受入を行っ
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の受入を行っている。これらの血統主義的な

移住労働者の受入とは
大きく異なった身分による受入れであり、職
業選択の自由が認められている。また、東ア
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家族化―再家族化」とはケ
アが家族に依存する程度を表す指標である。
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めの条件となったが、台湾では移住ケア労働
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ケア労働者が就労している。これは
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のケア人材が確保されているが、台湾の場合
には台湾人ケア労働者は少数であり、ケア労

の仕事となっている。しかし、
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て家族の生活形態にあわせて対応すること
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ケア労働者の出身国と福祉国家の家

日本も韓国も血統主義的な移民受入れ政策
を取っていることで知られている。日本はラ
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受入とは
大きく異なった身分による受入れであり、職
業選択の自由が認められている。また、東ア
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アが家族に依存する程度を表す指標である。 
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